
 

   関市中小企業等就職者奨学金返還支援補助金交付要綱 

 

 （目的） 

第１条 この告示は、奨学金の貸与を受けて大学等へ進学し、市内の中小企業等

に就職した者に対して、当該奨学金の返還に要する経費の一部について関市中

小企業等就職者奨学金返還支援補助金（以下「補助金」という。）を交付する

ことにより、定住を促進するとともに、中小企業等の人材確保を図ることを目

的とする。 

 （定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

（１） 中小企業等 法人及び個人（以下「事業主」という。）であって、資

本金の額若しくは出資の総額が３００，０００，０００円（小売業又はサー

ビス業に属する事業を主たる事業とする事業主にあっては５０，０００，０

００円、卸売業に属する事業を主たる事業とする事業主にあっては１００，

０００，０００円）以下のもの又は常時使用する従業員の数が３００人（小

売業に属する事業を主たる事業とする事業主にあっては５０人、卸売業又は

サービス業に属する事業を主たる事業とする事業主にあっては１００人）以

下のものをいう。 

（２） 対象従業員 令和６年３月１日以降に、新たに期間の定めのない労働

契約に基づき市内の事業所に勤務する正規雇用者として中小企業等に雇用

された者をいう。 

（３） 奨学金 独立行政法人日本学生支援機構法（平成１５年法律第９４号）

第１４条第１項に規定する第１種学資貸与金又は第２種学資貸与金、都道府

県が貸与又は融資（以下「貸与」という。）をする奨学金等、厚生労働省が

行う技能者育成資金融資制度に基づき融資を受ける資金その他これに準ず

るものとして市長が適当と認める奨学金等をいう。 

（４） 大学等 学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する高

等学校、大学（同法第１０８条に規定する短期大学及び同法第９７条に規定

する大学院を含む。）及び高等専門学校並びに同法第１２４条に規定する専



 

修学校（同法第１２５条に規定する専門課程に限る。）並びに職業能力開発

促進法（昭和４４年法律第６４号）第１５条の７第３項に規定する公共職業

能力開発施設及び同法第２７条に規定する職業能力開発総合大学校をいう。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者（以下「補助対象者」という。）は、対象従業員であ

って、次の各号のいずれにも該当するものとする。  

（１） 奨学金の貸与を受けて大学等を卒業し、又は修了していること。 

（２） 第７条第１項の規定により申請をした日（以下「申請日」という。）

が属する年度の末日において４０歳未満であること。 

（３） 貸与を受けた奨学金を自ら返還していること。 

（４） 次条に規定する対象奨学金について、国、県その他の団体からの補助

金等の交付を受けていないこと。 

（５） 市税、保育料、水道料金、下水道使用料その他市に納付すべき歳入金

を滞納していないこと。 

 （補助金の交付対象となる奨学金） 

第４条 補助金の交付対象となる奨学金（以下「対象奨学金」という。）は、申請

日の属する年の前年の１月１日から１２月３１日までの期間において、返還計

画に沿って補助対象者が返還した奨学金（利息を含む。）とする。 

 （補助対象期間） 

第５条 補助金の交付の対象となる期間は、補助対象者が最初に対象従業員にな

った日（当該日から起算して当該日が属する月の末日までの日数が１５日未満

である場合は、当該月の翌月の１日）又は奨学金の返還開始日のいずれか遅い

日の属する月から起算して６０月以内とする。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、対象奨学金の額に２分の１を乗じて得た額（その額に１

００円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）とし、第４条に規定す

る期間において本市の住民基本台帳に記載され、かつ、対象従業員として就業

している月数に１０，０００円を乗じて得た額を限度とする。 

２ 前項の月数は、暦に従い計算し、１月に満たない場合は、１５日未満のとき

はこれを切り捨て、１５日以上のときは１月として計算する。 



 

 （補助金の交付申請等） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、関市中

小企業等就職者奨学金返還支援補助金交付申請書（別記様式第１号）に次に掲

げる書類を添付して、毎年１月１日から３月３１日までに市長に提出しなけれ

ばならない。ただし、過去に補助金の交付を受けたことがある申請者について

は、第２号及び第３号に掲げる書類の添付を省略することができる。 

（１） 在職証明書（別記様式第２号） 

（２） 大学等を卒業し、又は修了したことを証する書類 

（３） 奨学金を貸与している機関が発行する奨学金の貸与を受けていること

を証明する書類 

（４） 前号の機関が発行する奨学金の返還総額、返還期間、割賦方法、割賦

金額及び借入残額を確認できる書類の写し 

（５） 第４条に規定する期間において申請者が返還した奨学金（利息を含

む。）の額が分かる書類の写し 

（６） 誓約書兼同意書（別記様式第３号） 

（７） その他市長が必要と認める書類  

２ 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金

を交付するかどうかを決定し、関市中小企業等就職者奨学金返還支援補助金交

付（不交付）決定通知書（別記様式第４号）により申請者に通知する。 

（補助金の交付） 

第８条 前条第２項の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者（以下「交

付決定者」という。）は、速やかに関市中小企業等就職者奨学金返還支援補助

金交付請求書（別記様式第５号）を市長に提出し、補助金の交付を請求しなけ

ればならない。 

２ 市長は、前項に規定する書類を受理したときは、速やかに補助金を交付する

ものとする。 

 （補助金の交付決定の取消し等） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全

部若しくは一部を取り消し、又は期限を定めて既に交付した補助金の全部若し

くは一部を返還させることができる。 



 

 （１） 交付決定者がこの告示の規定に違反したとき。 

 （２） 交付決定者が偽りその他不正の行為により補助金の交付決定を受けた

ことが明らかになったとき。 

 （３） その他市長が補助金の交付を適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消

し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるときは、関市中

小企業等就職者奨学金返還支援補助金交付決定取消（返還）通知書（別記様式

第６号）により交付決定者に通知する。 

 （委任） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和６年６月２０日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和６年度における対象奨学金に係る第４条及び第６条第１項の規定の適用

については、第４条中「１月１日」とあるのは「３月１日」と、同項中「第４

条」とあるのは「附則第２項の規定により読み替えて適用する第４条」とする。


